
14広報 おおさき

INFORMATION
●
試
験
区
分

　

行
政
、
農
業
、
土
木
、
化
学

●
年
齢
要
件

　
　

歳
〜　

歳
（
平
成　

年
３
月　

日
現
在

22

29

18

31

の
満
年
齢
）

●
受
付
期
間　

５
月　

日
（
水
）
ま
で 

25

●
試
験
日　

６
月　

日
（
日
）

26

●
試
験
地  
鹿
児
島
市
、
東
京
都

●
受
験
申
込
書
配
布
場
所

　

県
庁
１
階
ロ
ビ
ー
、
県
の
合
同
庁
舎（
総
務

事
務
所
、
保
健
所
）、
支
庁
総
務
課
、
県
外
事

務
所
、
鹿
児
島
中
央
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ

な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

県
人
事
委
員
会
事
務
局　

　

℡
０
９
９ 
│
２
８
６ 
│
３
８
９
３

　

志
布
志
保
健
所
で
は
、
こ
れ
ま
で
飲
用
井

戸
等
の
水
質
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、

水
質
基
準
改
正
を
機
に
、
今
後
は
民
間
の
検

査
機
関
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
保
健
所
で

の
水
質
検
査
を
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
廃

17

止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
民
間
の
検
査
機
関
を
利
用
し
て

水
質
検
査
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
当
分
の
間
は
、
保
健
所
内
の
曽
於

地
区
食
品
衛
生
協
会
に
水
質
検
査
の
受
付
窓

口
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
水
質
検
査
の
受
付
窓
口
を

17

開
設
す
る
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
毎
月
１
回　

第
４
月
曜
日
の
午
前
９
時
〜

午
後　

時
12

　

５
月　

日
・
６
月　

日
・
７
月　

日
・

23

27

25

　

８
月　

日
・
９
月　

日
・　

月　

日
・

22

26

10

24

　
　

月　

日
・　

月　

日
・
１
月　

日
・

11

28

12

26

23

　

２
月　

日
・
３
月　

日

27

27

●
鹿
児
島
県
内
水
道
法
登
録
検
査
機
関
一
覧

　

�
鹿
児
島
県
環
境
技
術
協
会

　

鹿
児
島
市
七
ツ
島
１
│
１
│
５

　

℡
０
９
９
│
２
６
２
│
０
１
１
０

　

�
鹿
児
島
県
薬
剤
師
会

　

鹿
児
島
市
与
次
郎
２
│
８
│　
15

　

℡
０
９
９
│
２
５
３
│
８
９
３
５

　

�
小
溝
技
術
サ
ー
ビ
ス

　

鹿
児
島
市
天
保
山
町　

│　
16

18

　

℡
０
９
９
│
２
５
６
│
０
１
５
１

　

�
鹿
児
島
環
境
測
定
分
析
セ
ン
タ
ー

　

鹿
児
島
市
上
福
元
町
６
３
０
０
│　
22

　

℡
０
９
９
│
２
６
６
│
１
０
８
６

　

�
東
洋
環
境
分
析
セ
ン
タ
ー

　

鹿
児
島
市
城
山
２
丁
目　

│　
23

75

　

℡
０
９
９
│
２
２
７
│
１
０
８
０

●
主
催

　

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
ふ
れ
あ
い
発
見
学
校

（
※
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
認
証
申
請
中
）

●
趣
旨

　

講
演
や
生
徒
発
表
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
活

動
報
告
な
ど
を
通
し
て
、
子
ど
も
の
深
層
心

理
を
探
り
、
支
え
る
大
人
の
あ
り
方
を
共
に

考
え
る
。

●
日
時　

５
月　

日
（
日
）

29

　
　
　
　
　
　
　

午
後
２
時
〜
４
時

●
場
所　

鹿
屋
市
東
地
区
学
習
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鹿
屋
市
新
川
町
）

●
内
容

�
教
育
講
演

『
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
こ
こ
ろ

〜
大
人
は
い
か
に
支
え
る
べ
き
か
〜
』

�
生
徒
発
表

※
ふ
れ
あ
い
発
見
学
校
在
校
生
（
不
登
校
経

験
者
）
が
、
自
分
自
身
の
体
験
談
を
発
表

�
活
動
報
告

※
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
で
の
子
ど
も
た
ち
の
様

子
や
活
動
の
実
際
の
報
告

�
質
疑
応
答

�
個
別
相
談
（
希
望
者
）

●
費
用　

無
料

●
申
し
込
み　

不
要
（
当
日
受
付
）

●
問
い
合
わ
せ
先

　

ふ
れ
あ
い
発
見
学
校

　

℡
０
９
９
４
│　

│
９
７
５
０

41

●
曽
於
郡
医
師
会
夜
間
急
病
セ
ン
タ
ー

　

大
隅
町
月
野
８
９
４
番
地

　

（
曽
於
郡
医
師
会
立
病
院
内
）

●
午
後
７
時
〜
翌
朝
７
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
６
５
日
年
中
無
休

●
紹
介
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

℡
０
９
９
４
│　

│
５
８
９
９

82

　

平
成　

年
分
の
確
定
消
費
税
額
が　

万
円

16

48

を
超
え
４
０
０
万
円
以
下
の
個
人
事
業
者
の

方
は
、
平
成　

年
分
の
消
費
税
に
つ
い
て
中

17

間
申
告
が
必
要
で
す
。

　

中
間
申
告
は
、
�
平
成　

年
分
の
確
定
消

16

費
税
の
２
分
の
１
を
申
告
・
納
付
す
る
方
法

と
、
�
『
仮
決
算
』
に
よ
る
方
法
の
い
ず
れ

か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
�
、
�
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、
中
間
申
告
・
納
付
期
限
は
、
平
成　
17

年
８
月　

日
（
水
）
で
す
。

31

　

ま
た
、
消
費
税
の
中
間
申
告
が
必
要
な
方

は
、
消
費
税
の
中
間
申
告
納
付
額
の　

パ
ー

25

セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
を
地
方
消
費
税
の

中
間
申
告
納
付
額
と
し
て
、
消
費
税
の
中
間

申
告
と
併
せ
て
申
告
し
、
納
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

消
費
税
に
つ
い
て
お
分
か
り
に
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
最
寄
り
の
税
務
署

や
税
務
相
談
室
に
、
お
気
軽
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
。

（
注
）
平
成　

年
分
の
確
定
消
費
税
額
が
４ 

16

０
０
万
円
を
超
え
る
方
の
中
間
申
告
は
、
こ

れ
ら
の
申
告
期
限
や
納
付
額
が
異
な
り
ま
す

か
ら
、
税
務
署
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
隅
税
務
署

　

℡
０
９
９
４
│　

│
０
０
０
７

82

鹿
児
島
税
務
相
談
室

　

℡
０
９
９
│
２
５
５
│
８
１
１
８

　

今
年
も
歯
の
衛
生
週
間
（
６
月
４
日
〜　
10

日
）
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

曽
於
郡
歯
科
医
師
会
で
は
、
無
料
歯
科
健
診

と
健
康
相
談
を
郡
内
各
町
民
の
方
々
を
対
象

に
次
の
要
領
で
行
い
ま
す
。

●
日
時　

６
月
４
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時

●
場
所　

志
布
志
町
『
ア
ピ
ア
』

　
　
　
　
　
　

１
階
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー

●
内
容　

歯
科
健
診
、
歯
み
が
き
指
導
、
歯

科
全
般
に
関
す
る
相
談
、
フ
ッ
素
塗
布
、
保

健
師
に
よ
る
血
圧
測
定
、
健
康
相
談
な
ど

●
対
象
者　

ど
な
た
で
も
。
年
齢
、
人
数
の 

制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
参
加
者
全
員
に
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

●
主
催　

曽
於
郡
歯
科
医
師
会

　

平
成　

年
５
月
か
ら
、
加
工
指
導
員
（
管
理

17

人
）
の
出
勤
日
が
変
更
に
な
り
、
加
工
室
利
用

は
完
全
予
約
制
に
な
り
ま
し
た
。

　

加
工
室
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各

連
絡
先
へ
事
前
予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
変
更
前
の
出
勤
日

●
毎
月
第
１
・
３
週
は
、
日
・
水
・
金
曜
日

　

の
週
３
日

●
毎
月
第
２
・
４
週
は
、
月
・
水
・
金
曜
日

INFORMATION

お
知
ら
せ

鹿
児
島
県
職
員
募
集

　
　
　
　
　
　
　

（
上
級
試
験
）

募　

集

飲
用
井
戸
所
有
者
の
み
な
さ
ま
へ

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
講
座

夜
間
に
急
病
や
ケ
ガ
で
困
っ
た
と

き
は
…
！

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
の
中
間
申
告
に
つ
い
て

無
料
歯
科
健
診
と
健
康
相
談

各
改
善
セ
ン
タ
ー
加
工
室

　
　
　
　
　

ご
利
用
の
方
々
へ


